
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

七

号

内
閣
衆
質
一
八
七
第
一
七
号

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
「
命
の
教
育
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
「
命
の
教
育
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
命
を
大
切
に
す
る
教
育
」
と
し
て
、
道
徳
教
育
の
教
材
の
作
成
及
び
配
布
、
各

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
地
域
の
特
色
を
踏
ま
え
た
道
徳
教
育
の
取
組
へ
の
支
援
、
児
童
生
徒
の
自
殺
予
防
の
在
り
方
に

関
す
る
調
査
研
究
等
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
学
校
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
踏
ま
え
、
生
命
の
尊

さ
を
理
解
し
か
け
が
え
の
な
い
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
こ
と
等
に
関
す
る
指
導
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
七
号
）
及
び
中
学
校
学
習
指

導
要
領
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
八
号
）
に
お
い
て
、
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し

て
お
り
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
い
て
は
「
人
間
の
誕
生
の
喜
び
や
死
の
重
さ
、
生
き
る
こ
と
の
尊
さ
、
共
に

一



生
き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
考
え
る
こ
と
」
等
を
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
お
い
て
は
「
例
え
ば
、
自
分

が
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
の
不
思
議
、
生
命
に
い
つ
か
終
わ
り
が
あ
る
こ
と
、
生
命
は
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

手
掛
か
り
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
」
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
よ
り
同
省
が
児
童

生
徒
に
配
布
し
て
い
る
道
徳
教
育
の
教
材
で
あ
る
「
私
た
ち
の
道
徳
」
に
お
い
て
、
自
他
の
生
命
の
尊
重
等
に
関
す
る
内
容

を
重
視
し
て
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す

る
学
校
に
お
い
て
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
や
死
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
る
教
育
を
、
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
、
特
定
の
宗
教
に
基
づ
か
な
い
教
育
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


